
消費生活モニターを募集します。 
 

 北海道が北海道消費生活条例に基づき、道内市町村に配置している消費生活 

モニターを募集します。 

 

■ 応募資格：町内に居住する２０歳以上の方で、日常生活のための商品(食 

品、日用雑貨など)及びサービス(クリーニング、理美容など) 

の購入を日常行っていて、北海道が主催するモニター研修会に 

出席できる方 
 

■ 募集人員： １名（応募者多数の場合は選考します。） 
 

■ 申込締切： ３月７日（月）  
 

■ 申 込 先： 遠別町役場経済課商工水産係（７－２１１５） 
 

■ 主な業務： 生活必需品の価格等状況調査（月１回） 

商品及びサービスの表示等の調査（年４回程度） 

アンケート調査への回答（年１回程度） 

その他必要に応じ意見等の提出 
 

■ 任  期： 平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日 
 

■ 謝礼金等： 謝礼金として月額１，８００円（年額２１，６００円）（予 

定）、研修会等の出席に必要な経費は、北海道の規定に基づき 

支給 
 

 

遠別町消費者生活相談員を募集します。 
 

■ 応募資格： 町内に在住する２０歳以上の方。 
 

■ 募集人員： １名（応募者多数の場合は選考します。） 
 

■ 申込締切： ３月７日（月） 
 

■ 申 込 先： 役場経済課商工水産係（７－２１１５） 
 

■ 主な業務： 消費者相談 
 

■ 任  期： 平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日 
 

■ 報 酬 等： 無償 
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